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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

阪急航空株式会社（以下「阪急航空」という。）所属川崎式ＢＫ１１７Ｂ－１型ＪＡ 

６６０５（回転翼航空機）は平成２年９月２７日、旭化成工業株式会社（以下「旭化成」 

という。）の延岡ヘリポート～宮崎空港間の社用定期２０４便として、宮崎空港から 

旭化成所有の延岡ヘリポートに向け飛行中、２０時５８分ごろ宮崎県日向市大字日知 

屋字幡浦の牧島山山頂の東の斜面に墜落した。

同機には、機長、整備士及び旭化成の社員等８名の乗客の計１０名が搭乗していた 

が、全員死亡した。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。



１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成２年９月２８日、運輸大臣から事故発生の通報を受 

け、当該事故の調査を担当する主管調査官及び２名の調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成２年９月２８日～１０月２日 現場調査

平成２年１０月１６日～１０月１８日 機体詳細調査等

平成２年１０月２３日～１０月２５日 計器分解調査

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ６６０５（回転翼航空機（以下「ヘリコプタ」という。））は平成２年９月２７ 

日、旭化成の延岡ヘリポート～宮崎空港間の社用定期１０４便として、機長、整備士及 

び乗客７名が搭乗し、延岡ヘリポートを１８時０１分に離陸し宮崎空港５番スポット 

に１８時２３分に着陸した。

同機は折り返し同２０４便として宮崎空港を２０時２０分に離陸し、延岡ヘリポー 

トに２０時４５分に着陸する予定であった。

機長は宮崎地方気象台宮崎空港出張所で気象ブリーフィングを受けた後、株式会社 

日本エアシステム（以下「ＪＡＳ」という。）の宮崎空港運航事務所において同事務所 

の施設を用い、再度気象を確認した。

宮崎空港より延岡ヘリポートに有視界飛行方式で直行経路をとって飛行する飛行計 

画を提出の後、機長は整備士と共に飛行前点検を行い、機長が右前席（機長席）に整備 

士が左前席に、８名の乗客が客席に搭乗し、同機は宮崎空港５番スポットを２０時３１ 

分に離陸した。

同機は２０時３４分に航空自衛隊新田原飛行場の管制所より同飛行場東を通過する 

時点で通報するようにとの指示を受け、その際高度１，０００フィートを維持して飛行 

していることを同管制所に通報した。

同機は２０時４０分に新田原飛行場の東を通過していることを上記管制所に通報し 

た。



同機は２０時５５分ごろ延岡ヘリポートの運航管理担当者に社用無線を用いて交信

した後、連絡を絶っているが、運航管理担当者によればこの時の交信の内容は次のと 

おりであった。

（機長） 阪急移動５３、６６０５、どうぞ。

（運航管理担当者） ６６０５、こちら阪急移動５３。

（機長） 現在門川上空、雲が低い、そちらの雲の状況はどうですか。

（運航管理担当者） 待って下さい。外を見てきます。

（運航管理担当者） ６６０５、こちら阪急移動５３。

（機長） 阪急移動５３、６６０５です。

（運航管理担当者） 小雨が降っていますが暗くて良く見えません。雲はそんな

に低くないようです。

（機長） わかりました。

日向市大字細島及び大字日知屋字幡浦の細島商業港を中心とする地域では、複数の 

者が、雨が降り霧が出て方向により相当程度の視程障害がある状況下で同機が飛んで 

いたのを目撃していた。

目撃者によれば、同機は著しい低空で飛行しており、細島商業港の北岸寄りを東に 

向け飛行していた時は、幡浦の牧島山山頂（標高３９０フィート（１１９メートル）） 

と同じ程度の高度を飛んでいたとのことであった。また、低空を飛行していたのでい 

つもより大きな音が聞こえていたが、機体に異常が発生しているような音ではなかっ 

たとのことであり、濃い霧に姿を隠してしばらくの後に、同機が墜落した時のものと 

考えられる音が聞こえたとのことであった。

また、飛行経路上の墜落地点より約２４キロメートル手前の児湯郡都農町の目撃者

によれば、 同機と考えられるヘリコプタが海岸沖を通常の巡航高度（１，５００フィー

ト）の半分程度以下の高度で右に３６０度旋回した後、北上していったとのことである。

墜落地点は、牧島山山頂の東の日向市大字日知屋字幡浦５５３４番地のなだらかな 

山林であった。

墜落時刻は、２０時５８分ごろと推定される。

（付図１及び２参照）



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

搭乗者１０名全員が死亡した。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

メイン・ロータ 破損 

テール・ロータ 破損 

胴体 破損 

テール・ブーム 破損 

ランディング・ギア 破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

山林の立木が損傷をうけた。

２．５　乗組員等に関する情報

機長 男性 ２６歳

事業用操縦士技能証明書 第９８２５号

限定事項 回転翼航空機 陸上単発タービン機 昭和６１年４月７日 

陸上多発タービン機 平成元年５月９日 

川崎式ＢＫ１１７型 平成元年１１月２７日

第一種航空身体検査証明書 第１４２４０４９６号

有効期限 平成３年９月２５日

総飛行時間 １，３２７時間１０分

同型式機による飛行時間 １３６時間３０分

最近３０日間の飛行時間 １７時間４分

延岡ヘリポート～宮崎空港間の飛行回数（片道を１回と数える。） ２２回

内夜間飛行回数 ７回

なお、同機の左前席に搭乗していた整備士は、平成２年４月１７日に陸上単発 

タービン機を限定事項とする回転翼航空機の自家用操縦士技能証明を取得しており、 

総飛行時間は約５０時間と推定される。



２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 川崎式ＢＫ１１７Ｂ－１型

製造番号 第１０４９号

製造年月日 平成２年５月２３日

耐空証明書 第大－２－１８４号

有効期限 平成３年６月１７日

総飛行時間 ７２時間１６分

前回点検（５０時間点検）後の飛行時間 ２７時間４２分

耐空類別 回転翼航空機 輸送ＴＡ級又は輸送ＴＢ級

運用様式限界 ・計器航法による飛行以外の有視界飛行

・陸上飛行（昼間、夜間）

・水上飛行（昼間、夜間）

・高高度飛行

2.6.2　重量及び重心位置

事故発生時の重量は約２，９５０キログラム、重心位置は約４，４９０ミリメート 

ルと推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量３，２００キログラム、事故当時の 

重量に対応する重心範囲約４，４２０ミリメートル～４，５５０ミリメートル）内に 

あったものと推定される。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空燃料ジェットＡ－１、潤滑油はエアロシェル・タービン・オイル５００ 

（ＭＩＬ－Ｌ－２３６９９Ｃ）で、いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　事故当日の宮崎県地方の気象状況は気象庁によれば次のとおりであった。

移動性高気圧の中心は北海道の東海上に進み、日本付近には大陸から気圧の谷が 

近づいてきた。また、日本の南海上に停滞していた前線は移動性高気圧の東進に伴 

い四国沖で北上し、その西端は日向灘に達して西日本では前線の活動が活発化しつ 

つあった。



一方、台風第２０号は沖縄の西海上をゆっくりとした速度で北上しており、宮崎 

県地方は南東からの湿った空気の流入により、大気の状態がやや不安定な場となっ 

ていた。

事故前後の宮崎県沿岸部は、停滞前線及び台風第２０号の影響からおおよそぐず 

ついた天気で経過していたが、場所によっては視程や雲底高度が悪化する可能性が 

ある気象状況であった。

宮崎地方気象台の観測によれば、１８時から２１時にかけて北北東３メートル／ 

秒の風が吹いており、弱い雨が断続的に降っていた。１８時には、視程は１５キロ 

メートル、下層は雲量２の積雲及び雲量１０だがすき間のある層積雲、並びに高積雲 

で覆われていたが、２１時には、視程は１５キロメートルで、下層の積雲がすき間 

のある雲量１０まで増えており雲底高度が下がってきている状況だった。

延岡測候所の観測によれば、 風は１８時から夜半まで弱く静穏に近かった。１４

時過ぎから弱い雨が断続的に降り続き、視程は１５時には１５キロメートルであっ 

たが、２０時４０分からもやがかかり、２１時までに６キロメートルに落ちた。２１ 

時の雲の状態は、下層雲が雲量１の層雲、中層雲は雲量１０の高積雲で雲底高度は 

高かった。２２時には下層雲が雲量１０の層雲となり、１時間の間に雲底高度が急速 

に低下していたことを示している。

（付図３、４、５、６参照）

2.7.2　宮崎地方気象台宮崎空港出張所の係官が出発前の機長に対し実施した気象ブ 

リーフィングの内容は次のとおりであった。

台風第２０号は北北西に時速１０キロメートルで進んでおり、明朝には奄美大島 

の西海上へ、その後九州南部に接近する恐れがある。

台風第２０号の外側をとりまく雲域が九州にもかかっており、日向灘より雨雲が 

内陸部へ入りこんでいるのが観測されている。

今後の状況については宮崎空港の気象観測値及び予報のベースで考えているが、 

急変して悪化する恐れもあると考えている。

明朝については、台風の接近に伴って悪天が予想される。



2.7.3　当日の事故に関連する時間帯の各地の航空気象観測値及び予報は、次のとお 

りであった。

（１）宮崎空港

観測時刻（時分） １８００ 予報発効時刻1800 

予報終了時刻2400

１９００ ２０００

風向（度） ０４０ ０３０ ０３０ ０２０

風速（ノット） １２ １０ １２ １４

視程（キロメートル） １０以上 １０以上 １０以上 １０以上

現在天気 弱いしゅう雨 弱いしゅう雨

雲量（８分量） ３ １ １ ２

雲形 積雲 層雲 層雲 層雲

雲高（フィート） １，３００ ８００ １，０００ １，０００

雲量（８分量） ６ ３ ３ ４

雲形 積雲 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） ２，０００ １，５００ １，５００ １，６００

雲量（８分量） ７ ６ ６ ６

雲形 層積雲 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） ４，０００ ２，０００ ２，０００ ２，２００

気温（度Ｃ） ２４ ２４ ２３

露点温度（度Ｃ） ２１ ２２ ２１

ＱＮＨ（インチ/水銀柱） ３０．００ ２９．９９ ３０．００



（２）航空自衛隊新田原飛行場

観測時刻（時分） １９００ ２０００ ２１００ ２２００

風向（度） ０３０ ０３０ ０３０ ０１０

風速（ノット） ７ ９ ９ ８

視程（キロメートル） １０以上 １０以上 １０以上 １０以上

現在天気 弱い雨(前1時間内止み間有り)弱い雨(前1時間内止み間無し)

雲量（８分量） ２ ２ ２ ３

雲形 積雲 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） １，５００ １，５００ １，５００ １，５００

雲量（８分量） ７ ７ ７ ６

雲形 層積雲 層積雲 層積雲 層積雲

雲高（フィート） ２，１００ ２，１００ ２，５００ ２，５００

雲量（８分量） ７ ７ ７ ７

雲形 層積雲 層積雲 層積雲 層積雲

雲高（フィート） ３，５００ ３，５００ ３，５００ ３，５００

気温（度Ｃ） ２３ ２３ ２２ ２２

露点温度（度Ｃ） ２０ ２０ ２１ ２１

ＱＮＨ（インチ/水銀柱） ３０．０１ ３０．０２ ３０．０２ ３０．０２

（３）大分空港

観測時刻（時分） １８００ １９００ ２０００

風向（度） ０９０ 変動 １１０

風速（ノット） ８ ４ ４

視程（キロメートル） １０以上 １０以上 １０以上

現在天気

雲量（８分量） １ １ １

雲形 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） ２，５００ ２，５００ ２，５００

雲量（８分量） ５ ４ ５

雲形 積雲 積雲 積雲

雲高（フィート） ４，０００ ４，５００ ４，０００

気温（度Ｃ） ２４ ２４ ２４

露点温度（度Ｃ） ２０ ２０ ２０

ＱＮＨ（インチ/水銀柱） ３０．０２ ３０．０２ ３０．０２

（注）大分空港は、延岡ヘリポートのほぼ北約１００キロメートルに位置する。



2.7.4　その他の気象に関する情報

（１）児湯郡都農町で同機と考えられるヘリコプタを目撃した者によれば、当時は 

曇っており雨がぱらぱら降っていて、空は真暗であったとのことであった。 

また、ヘリコプタの灯火は良く見えたとのことであった。

（２）細島商業港を中心とする地域で同機を目撃した者によれば、当時は小雨が降 

っていて、商業港の南岸から見ると牧島山の西側は稜線が見えていたが、東側 

は霧が深くて稜線が見えなかったとのことであった。

（３）延岡ヘリポートの運航管理担当者によれば、２０時５５分ごろ同機より社用 

無線で雲の状況を聞かれ、これを確認するために戸外に出たところ小雨が降っ 

ていて、対岸の家（北東約４キロメートル）の灯火と愛宕山（南西約４キロメー 

トル、標高８２５フィート（２５１メートル））の赤い航空障害灯が見えたと 

のことであった。また、空は真暗で雲の高さはわからなかったが、そんなに低 

い雲はないと判断したとのことであった。

（４）事故発生の約２時間半後の２３時２９分に、捜索のため新田原飛行場を離陸 

した航空自衛隊救難機（ヘリコプタ）の機長によれば、次のとおりであった。

海岸に出て高度９００フィートで北上した。

真暗な中を雲から距離をとるようにして順次高度を下げ、細島商業港手前 

の小倉ヶ浜沖に到達した時には高度は５００フィートであった。

日向市街の灯火が良く見えていたが、雲高が低いので５００フィートから 

さらに４００フィートまで高度を下げたが、前方の山に衝突する危険を感じ、 

２３時５９分に新田原飛行場に帰投する決心をした。

（付図１参照）

２．８　医学に関する情報

機長及び整備士の解剖及び血液検査の結果、薬物の服用は認められず、アルコール 

も検出されなかった。

２．９　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

日向警察署は９月２７日２１時００分ごろ、ヘリコプタが墜落した時のものと考え 

られる音を聞いた者から１１０番通報を受けた。一方、運航監視機関である大阪航空 

局福岡空港事務所は２１時３０分に第一段通信捜索を開始するとともに、２２時０６ 

分に拡大通信捜索を行った。また、東京救難調整本部は、同機が遭難した可能性が大 

きいと判断し、２２時１０分防衛庁の府中救難調整本部に対し災害派遣要請を通知し、 

２２時３０分正式に自衛隊の部隊の災害派遣を要請した。



東京救難調整本部は、同機に対する捜索救難を調整し、宮崎県警、防衛庁、海上保 

安庁、日向市消防本部、日向市消防団、門川町消防団及び延岡市消防団による捜索救難 

活動が開始された。

９月２８日０６時０９分宮崎県警察本部のヘリコプタが墜落している同機を発見し、 

同０８時１６分までに１０名全員の死亡が確認された。

２．１０　その他必要な事項

2.10.1　旭化成は、同社所有のアエロスパシアル式ＳＡ３６５Ｎ１型、ＪＡ９９２０ 

（ヘリコプタ）の運航をＪＡＳに委託し、旭化成の社員等に利用を限定し運賃を徴収 

せずに、延岡ヘリポート～宮崎空港間に社用定期便を運航していた。

社用定期便は宮崎空港の東京、大阪等とのエアライン定期便と接続しており、平成 

元年４月３日より運航が開始された。当初１日当たり６便（３往復）が運航されて 

いたが、平成２年５月７日よりは１日当たり８便（４往復）が運航されていた。 

（付図７参照）

社員の出張等に利用を限っていたため、休日等は運航されていなかったが、必要 

に応じ臨時便が運航されていた。

また、旭化成は子会社の株式会社サンエアシステム（以下「サンエア」という。）に 

旭化成所有の延岡ヘリポートの運営及び旭化成の補助者としてヘリコプタの運営・ 

管理に当たることを委託していた。

ＪＡ９９２０が整備点検等のために運航不能のときは、ＪＡＳが代替機を旭化成 

に提供することとなっていたが、今回ＪＡ９９２０が整備点検を受けた期間にＪＡ 

Ｓが代替機を提供できなかったため、旭化成は平成２年９月１７日より１０月１６ 

日までの３０日間以内の期間、阪急航空が同社所属の川崎式ＢＫ１１７Ｂ－１型、 

ＪＡ６６０５（ヘリコプタ）を貸切で運航すること及びサンエアが旭化成の補助者 

としてヘリコプタの運営・管理に当たることを契約した。

阪急航空は９月１４日及び１５日にＪＡＳからの引き継ぎ及び慣熟訓練を行った 

後、９月２０日から貸切運航を開始し、事故発生までに３１便を運航し、延べ１８５ 

人の乗客を輸送した。

なお、ＪＡＳは平成元年４月３日から平成２年９月１４日までに１，８６７便の 

運航を行って延べ１３，６１８人の乗客を輸送していた。（同期間のシティ・エア・ 

リンク社は８，４８３便、延べ２０，１３６人）



2.10.2　延岡ヘリポートは延岡市長浜町３丁目１９５４番４にある旭化成が所有す 

る非公共用の陸上ヘリポートで、着陸帯は長さ４６．５メートル、幅３０メートルで 

あり、滑走路は長さ１６．５メートル、幅１５メートルである。（航空法第３８条第１ 

項の規定の許可 昭和６３年１１月１日付 阪空飛第４６０号）

航空灯火として飛行場灯台１基、風向灯１基、着陸区域照明灯２基、境界灯８灯、 

境界誘導灯８灯等が整備されている。

気象観測施設として自記風向・風速計と簡易な温度計、湿度計及び気圧計が設置 

されている。

気象の記録については、上記の自記記録の他、ヘリポート業務日誌に天気及び１ 

日の代表的な風向・風速が記されている。

なお、雲高計（シーロメータ）等の施設は設置されていない。

2.10.3　ＪＡＳによる運航の場合と同様に、阪急航空は延岡ヘリポートにおいては 

サンエアの社員を、宮崎空港においてはＪＡＳ運航事務所でエアライン運航につい 

ても運航管理の業務を実施している宮崎交通株式会社航空事業部の社員を運航管理 

担当の業務にあてていた。

2.10.4　宮崎空港の事故当日における日没時間は、１８時０５分であった。また、薄明 

は１９時２６分までであった。

（注）薄明：日出前及び日没後の明るい状態を言い、日没後の場合は太陽が地平線 

下１８度になる時までをいう。

2.10.5　宮崎空港において航空保安業務が提供される運用時間は０７時３０分から 

２０時３０分までであり、２０時３１分に同空港を離陸した同機は、管制されてい 

ない空港において通常行われる運航を行っていた。

2.10.6　同機が事故発生時の飛行において利用可能であった航空保安無線施設は、 

新田原飛行場のタカン局の距離測定機能部分であった。

2.10.7　宮崎空港～延岡ヘリポート間は、宮崎ＶＯＲから半径５４キロメートル 

（日向市美々津町付近）内は地表から７００フィート（２００メートル）以上、それ 

以遠は同じく１，５００フィート（４５０メートル）以上の高さの空域が管制区とな 

っている。



2.10.8　阪急航空は、運航実施計画を次のように定めていた。なお、この内容はＪＡＳ 

の運航の場合と同じである。

（１）飛行経路は、延岡ヘリポートと宮崎空港間をほぼ直行する直行経路又は 

新田原飛行場への進入路を避けて同飛行場の東の海上に迂回する迂回経路と 

する。

なお、原則としてこれらの経路を飛行するときの巡航高度は１，５００フィ 

ートとする。気象条件等により他の経路・高度を選定する必要がある場合に 

は、管制機関と連絡をとること。

（注）平成元年４月からの運航開始以後、同月下旬頃から、直行経路下の 

延岡市土々呂地区において旭化成のヘリコプタの運航に伴う航空騒音 

に対する苦情があり、この対策として遠見半島の東の先端寄りに迂回 

する運用が行われていた。

（付図１参照）

（２）機長は運航管理担当者より提供された資料等に基づいて、飛行の可否を 

飛行の３０分前までに決定する。

（３）飛行は、有視界飛行方式とする。但し、宮崎空港において計器気象状態の 

場合は、その離着陸は特別有視界飛行方式による。

（４）夜間飛行は、地上の照明等により、自機位置確認が適確に行える場合に 

限定する。

（５）最低気象状態

（ア）宮崎空港

昼間

（ａ）地上視程が５，０００メートル以上であって、雲高１，０００ 

フィート（３００メートル）以上であること。

（ｂ）特別有視界飛行方式による場合は、地上視程が１，５００メー 

トル以上であること。

夜間

地上視程が５，０００メートル以上であって、雲高２，０００ 

フィート（６００メートル）以上であること。

（イ）延岡ヘリポート 

昼間

地上視程が１，５００メートル以上であって、雲高１，０００ 

フィート（３００メートル）以上であること。



夜間

地上視程が５，０００メートル以上であって、雲高２，０００ 

フィート（６００メートル）以上であること。

（６）出発可否の気象条件

（ア）出発地において、（５）項の条件を満足すること。

（イ）経路上において、飛行中、有視界気象状態を維持して飛行できると予想 

されること。

（ウ）目的地において、出発予定時刻から到着予定時刻の１時間後までの間、 

（５）項の条件を満足すること。

（７）その他の気象条件

（ア）凍結が予想される地域及び高度を飛行してはならない。

（イ）氷、霜、雪等が機体等に付着し、飛行性能に影響を及ぼす状態では離陸 

してはならない。

（ウ）雷雨が予想される空域への飛行を行ってはならない。

（エ）台風、前線等により飛行に悪影響を及ぼす恐れのある場合は飛行を 

行ってはならない。

2.10.9　機長及び運航管理担当者は延岡ヘリポートと宮崎空港に設置されている 

ＪＡＳの気象情報入手等のための施設であるフライト・コール・システムにより、 

宮崎空港、新田原飛行場及び大分空港の気象観測値等を入手していた。

また、延岡ヘリポートにおいては、近傍の山、遠方の人家等の見え具合から、視程 

及び雲高を判断していた（２．７．４（３）項及び２．１０．２項参照）。

この他テレビ放送の天気予報を視聴し、必要に応じ機長が宮崎地方気象台宮崎 

空港出張所で気象ブリーフィングを受けていた。

2.10.10　延岡ヘリポートの運航管理担当者によれば、同機の事故発生に至る飛行の 

可否の判断に関連する状況は、次のとおりであった。

１０４便の延岡ヘリポート離陸（１８時０１分）に先立ってフライト前ミーティ 

ングを実施した。

（運航管理担当者）天候が悪くなるとの予報があるので、２０４便は無理をせず、 

早くフェリー・バックして来ても良いです。

（機長）分かりました、その決定は宮崎空港に着いてから気象を確認

して決定します。



（運航管理担当者）早くフェリー・バックする場合は新田原飛行場に連絡する 

必要があるので、電話で連絡して下さい。

（機長）分かりました。

運航管理担当者は１８時５４分からのテレビ放送の天気予報が翌２８日の降水 

確率が高いことを伝えていたことから、２８日の１０１便及び２０１便を欠航する 

判断を下し、直ちに乗客予定者等に欠航の連絡をした。

運航管理担当者は１９時過ぎに宮崎空港の機長より電話を受けた。

（機長）明日はどうしますか。

（運航管理担当者）天候が悪いようなので、欠航します。

（機長）はい、分かりました。

（運航管理担当者）２０４便はどうしますか。

（機長）天候は問題ないから、定刻どおり帰ります。

（運航管理担当者）分かりました。

運航管理担当者は２０時５５分ごろから同機と社用無線を用いて交信した後、 

同機の着陸に備えて延岡ヘリポートの着陸区域照明灯等を点灯した。

2.10.11　宮崎空港の運航管理担当者によれば、同機の事故発生に至る飛行の可否の 

判断に関連する状況は、次のとおりであった。

２０３便の宮崎空港離陸（１６時２７分）に先立って、次のような会話を交わした。

（運航管理担当者）２０３便で宮崎より延岡に飛行する間に気象の様子を良く 

観察して、次の便の飛行の可否を決定したらよろしいですよ。

（機長）分かりました。

また、２０４便の宮崎空港離陸（２０時３１分）に先立って、次のような会話を 

交わした。

（運航管理担当者）気象はどうでしたか。

（機長）悪くないようですので、定刻どおり行きます。

なお、機長は飛行計画を提出した後も何回か、フライト・コール・システムで気象 

を確認していた。

２．１１　事実を認定するための試験及び研究

2.11.1　目撃者の情報から、細島商業港を中心とする地域上空の飛行経路を付図２に 

示したように推定した。



付図２において同機が東臼杵郡門川町の方向より戻ってきたのを目撃されてから 

（Ａ点付近）、墜落するまでの飛行時間は、同機が最良上昇率速度（６５ノット）で 

飛行していたと仮定すると、約２分間と算定される。

墜落時刻は２０時５８分ごろと推定されているので、Ａ点付近での同機の飛行 

時刻は２０時５６分ごろと算定される。２０時５５分ごろからの同機と延岡ヘリ 

ポートの運航管理担当者との交信は約２分間を要したと推定されるところから、 

同機はＡ点付近を飛行していた時点で、なお上記運航管理担当者と交信中であった 

ものと推定される。

2.11.2　延岡ヘリポートの格納庫等において機体詳細調査及び計器分解調査を実施 

した結果は、次のとおりであった。

（１）エンジン等の回転等を示す下記の計器の指針は、いずれも電源が絶たれる 

とスプリング力で戻る構造のものであるが、墜落現場において指針は次のと 

おりであった。

左エンジン系統 Ｎ１ ９３％

Ｎ２ ０％ 

トルク １１０％ 

右エンジン系統 Ｎ１ ７３％

Ｎ２ ７１％

トルク ７３％

ロータ Ｎ １０４％

これらはいずれも計器分解調査中に事故の衝撃のための変形による拘束が 

解除されて、指針が零に戻った。なお、墜落現場における指針の読み取り値 

自体は墜落の衝撃により相当の影響を受けたと考えられる。

（２）エンジンに直接燃料を供給するサプライ・タンク内に合計約３０リットルの 

燃料が確認された。また燃料閉止弁は、左右とも「開」位置であった。

（３）エンジン火災用の消火器は使用されていなかった。

（４）２台のエンジンを残骸より取り外して点検したところ、燃料等の配管が一部 

変形している以外特に損傷は見られなかった。コンプレッサ及びタービンは 

それぞれ滑らかに手回しできた。ボア・スコープで燃焼室内を点検したが異常 

は認められなかった。滑油、フィルタ及びマグネチック・チップ・デテクタは 

異物は認められず、燃料フィルタにも異物は認められなかった。



（５）メイン・トランスミッションを残骸より取り外して点検したところ、滑らか 

に手回しできた。また、フリー・ホイール・クラッチの機能も良好であった。

滑油フィルタ及びマグネチック・チップ・デテクタに異物は認められなかっ 

た。エンジンとトランスミッションとの間の動力伝達部はトルクによる破断の 

様相を呈していた。

（６）メイン・ロータを点検したところ、ロータ・ブレードはピッチ軸回りに滑ら 

かに手回しできた。ロータ・ブレードは破損して多数の破片になっていたが、 

これを集めたところ４本分がほぼ揃っていることが確認された。

スワッシュ・プレートには特に損傷がなく、滑らかに手回しできた。

（７）メイン・ロータ・コントロール系統の油圧ユニットのフィルタには異物は認 

められなかった。コントロール・ロッドは墜落時の衝撃によるものと見られる 

破断の様相を呈していた。

（８）テール・ロータを点検したところ、テール・ロータ・ブレードはピッチ軸回 

りに滑らかに手回しできた。

テール・ロータ・ブレードの１枚は破損していたが、 対応する破片が確認

できた。

テール・ロータは滑らかに手回しでき、中間及びテール・ロータ・ギア・ボッ 

クスも滑らかに手回しできた。

中間ギア・ボックスのマグネチック・チップ・デテクタに異物は認められな

かった。また、 テール・ロータ・ギア・ボックス内を給油口から点検したが

異常は認められなかった。

テール・ロータ・ドライブ・シャフトはトルクによる破断の様相を呈していた。 

テール・ロータ・コントロール・ロッドは墜落時の衝撃によるものと見られる 

破断の様相を呈していた。

（９）胴体は前方及び下方が著しく破損していた。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。

3.1.2　同機は有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。



3.1.3　墜落推定時刻の約３分前より約２分間継続したと推定された同機と延岡ヘリ 

ポートの運航管理担当者との交信は延岡ヘリポートの気象に関する照会を内容とす 

るものであって、機長が気象条件が許せば延岡ヘリポートまで飛行したいと思って 

いたことがうかがえるものであり、このことから交信時まで同機に異常はなかった 

ものと考えられる。このこと及び機体詳細調査の結果等から、同機には事故発生まで 

異常はなかったものと推定される。

3.1.4　機長は宮崎空港を出発するに先立って、その後の宮崎県沿岸部の気象の状況 

は宮崎空港の気象観測値及び予報のベースで推移し、２．１０．８項に述べた気象条 

件を満足するものと判断して、出発したものと推定される。

しかしながら、事故前後の宮崎県沿岸部の気象の状況は、停滞前線及び台風第２０ 

号の影響により場所によっては急変して視程や雲底高度が悪化していたものと認め 

られる。

3.1.5　同機は新田原飛行場の東付近を高度１，０００フィートを維持して飛行して 

いることを通報しているが、これは当時同空域の１，５００フィートの高度に雲量８ 

分の２の積雲があったと推定されることから、これを避けて、設定されていた通常の 

巡航高度である１，５００フィートより低い高度で飛行していたものと推定される。

3.1.6　児湯郡都農町の海岸沖を同機と考えられるヘリコプタが通常の巡航高度の半 

分程度以下の高度で３６０度旋回をした後北上していったこと、また、日向市の細島 

商業港を中心とする地域において、墜落前の同機が著しい低空で飛行していたこと 

が目撃されている。

これは、同機が北上するに従って、３．１．４項に述べたように気象が悪化したた 

め機長が地表等を引き続き視認しようとして、設定されていた通常の巡航高度から 

次第に降下して、低高度で飛行していたものと推定される。

同機が都農町の海岸沖で３６０度旋回をしたのは、機長が周囲の雲の状況を確認 

しようとしたこと、又は引き返しをするか迷ったことの可能性も考えられるが、機長 

は宮崎空港への引き返し等の適切な措置をとらず、悪化した気象状況下を延岡ヘリ 

ポートに向けて低高度で飛行を継続したものと推定される。



3.1.7　同機は、細島商業港を中心とする地域で雲、霧及び降水のために方向により 

顕著な視程障害がある状況下で、延岡ヘリポートの運航管理担当者と気象に関する 

交信をしながら、著しい低空を飛行していたものと推定される。

同機は顕著な視程障害がある状況下で牧島山山頂と同じ程度の高度４００フィー 

ト前後の著しい低空を飛行している間に、牧島山山頂の東のなだらかな斜面の山林 

に接触し、墜落したものと推定される。

なお、墜落前に機長が空間識失調に陥っていた可能性も考えられる。

3.1.8　２．７．４（３）項に記述した延岡ヘリポートの運航管理担当者の戸外の気象の 

観測の方法では、２．１０．８（５）（イ）項に記述した同ヘリポートについての気象条 

件を確認するのに十分なものであったとは認められない。

４　原因

本事故の原因は、墜落地点付近において顕著な視程障害がある状況下で近傍の山に 

衝突する可能性がある高度４００フィート前後の著しい低高度を飛行したことによる 

ものと推定される。



所見

ヘリコプタを使用して行う社用定期便その他定期的に旅客を輸送する運航（以下 

「社用定期便等」という。）が増加している状況にかんがみ、下記の事項に留意し、社用 

定期便等の運航について安全に関するガイドラインを作成する等安全対策を総合的に  

見直すことが必要である。

記

（１）社用定期便等の運航については、万一事故が発生した場合、被害が大きなも 

のとなることから、的確な気象の判断が極めて重要であるので、操縦士が有視 

界気象状態を維持して飛行することの重要性を改めて認識するとともに、操縦 

士に対し的確な気象判断のもと安全飛行に努めるようにさらに指導を強化する 

ことが必要である。

（２）社用定期便等が運航されるヘリポート等においては、航空の安全確保のため 

極めて重要な気象の判断がより的確に行えるようにするため、今後運用者等が 

十分に航空気象観測を行い、正確な気象情報を提供できるようにすることが 

必要である。

（３）飛行中、急激に気象状態が悪化し、飛行の安全が損なわれるおそれが生じた 

場合は、努めて早期に出発地に引き返すなどの適切な措置を講ずることとし、 

また、万一飛行の継続に危険を伴う状態となった場合は、最悪の事態を避ける 

ため、ちゅうちょなく不時着を決断することも必要である。



付図１　予定飛行経路図
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付図７

全社通知



写真　墜落現場


